
千 図 第 １２１ 号

千葉県図書館協議会 様

これからの時代に求められる千葉県立図書館運営の在り方

について（諮問）

下記のことについて，図書館法第１４条第２号の規定により諮問します。

平成１７年１１月２８日

千葉県立中央図書館長 荒木田 安 示

千葉県立西部図書館長 長 柄 弘 道

千葉県立東部図書館長 方波見 光 彦

記

１ 諮問事項

これからの時代に求められる千葉県立図書館運営の在り方について

２ 諮問理由

千葉県立図書館は, 中央図書館, 西部図書館，東部図書館の３館が一体とな

り，県民の要求に応えるため，相互に密接な連携を保ちながら，市町村立図書

館等を支援し，県内の中核的調査研究図書館として図書館サービスの向上に努

めてきました。

近年，情報通信技術の急速な進展，少子高齢社会の進行，地方分権の推進等々，

図書館を取り巻く社会状況は，著しく変化してきており，多様化・高度化する

県民の資料・情報要求に対応した県立図書館サービスのより一層の向上が求め

られています。

また，県内では，市町村立図書館の設置が進む一方，図書館サービスの地域

間格差や図書館未設置市町村の解消などが課題となっています。

このため，県民だれもが，あらゆる資料や情報を，いつでも，どこでも，身

近に利用できるよう，市町村立図書館等への支援の充実，専門的な資料や情報

を活用した調査相談，豊かな蔵書の構築や電子情報の提供など，これからの時

代を展望し，図書館運営の展開や推進に当たっての指針となるような千葉県立

図書館運営の在り方について諮問します。



千葉県図書館の在り方（仮称）について

１ これからの千葉県立図書館の役割・機能（総論）

地方分権が進む中での県立図書館の役割

千葉県立図書館にふさわしい，広域的かつ質の高いサービスの提供

２ 図書館資料及び情報の収集，保存，提供等

専門的資料・千葉県関係資料の充実

電子図書館（インターネット情報，千葉県関係データベース）の構築

３ 調査研究・各種サービス

(1) レファレンスサービス

専門主題・千葉県関係レファレンスサービスの充実

情報サービスの提供，課題解決・政策支援サービス

(2) 電子図書館サービス

県内図書館所蔵情報（横断検索）の充実

インターネット情報，データベースの提供

地域資料（画像情報）の提供

(3) 利用者に応じた図書館サービス

成人，児童・青少年，高齢者，ハンディキャップ，多文化サービス

学習機会の提供，ボランティアの参加

４ 市町村立図書館等への援助，他の図書館等との連携・協力

(1) 市町村立図書館等への援助

ネットワーク（情報・物流），資料保存，運営相談，調査・研究開発，

職員研修，図書館未設置市町村への援助等

(2) 他の図書館及びその他関係機関との連携・協力

国立国会図書館，他県立図書館，大学図書館，学校図書館，専門機関等

との連携･協力


























































































































